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  第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、名古屋市立大学学則（平成18年名古屋市立大学学則第１号。以下

「学則」という。）第41条の規定に基づき、授業科目、単位数及び履修方法等（以下

「履修方法等」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（一部改正 平成20年達第51号、令和２年達第21号） 

 

 第２章 教養教育科目 

（授業科目及び単位数） 

第２条 授業科目、配当年次、単位数及び必修・選択・自由の区分は、別表１のとおり

とする。 

（一部改正 平成27年達第19号） 

（単位の計算の基準） 

第３条 授業科目は、45時間の学修内容をもって１単位とし、授業の方法に応じて次の



  





  

ことはできない。 

３ 学生は、前条により届け出た授業科目以外の授業科目を履修することはできない。 

４ 既に単位を修得した授業科目については、再履修することはできない。 

５ １年次においては２年次以降に配当された授業科目を、２年次においては３年次以







  

５ 平成19年度以降に転入学等する学生に係る履修方法等については、改正後規程の規



  



  



  



  

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の名古屋市立大学看護学部履修規程（以下「改正後規程」とい

う。）の規定は、令和２年度以後に入学（転入学、再入学及び学士入学（以下「転入学

等」という。）を除く。）する学生について適用し、令和元年度以前に入学した学生に係

る履修方法等については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、令和元年度以前に入学した学生に係る履修方法等について、

従前の例によりがたいと教授会が認めた場合は、教授会の議を経て学部長が別に定める。 

４ 令和２年度以後に転入学等する学生に係る履修方法等については、改正後規程の規定

にかかわらず、その者の属する学年の在校生の例による。 



  

別表１ 

区  分 授  業  科  目 
配当 

年次 

単 位 数 

必須 選択 自由 
共 
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科 
 

目 

大 

学 

特 

色 

科 

目 

大学生になる １  ２  

大人になる １  ２  

社会人になるＡ １  ２  

社会人がなるＡ １  ２  









  

 

別表２ 

区   分 最低修得必要単位数 



  

 

別表３ 

区  分 授 業 科 目 

配

当

年

次 

単 位 数 授

業

時

間

数 
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別表４ 

区   分 
修得必要単位数 


